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介護支援専門員・主任介護支援専門員の
確保は非常に厳しい時代となっています

中央福祉人材センター「福祉分野の求人・求職動向 令和７年７月暫定版」

直近である令和７年７月の統計調査によれば、

介護支援専門員の職種別有効求人倍率は８．７７倍となっており、

介護職の６．４６倍を大きく上回る状況となってきています。

また、令和６年４月～６月との比較では、増減では+ ５．３３ptで

介護職（ヘルパー以外）を+３．０７倍上回って増加しています。



介護職員（介護福祉士）と介護支援専門員（介護
福祉士等最短5年以上で合格）の給与費の状況

「令和5年度介護事業経営実態調査」令和5年11月16日（社会保障審議会 介護給付費分科会 資料8）
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種別 令和5年度実態調査常勤換算1人当たり給与費

介護老人福祉施設 介護福祉士

介護老人保健施設 介護福祉士

420,009円

405,016円

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 389,196円
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介護福祉士等を取得し実務経験５年後に受験資格ができ、近年、合
格率 10％から20％程度の試験に合格し（平成30年度10.1％、令
和4年度19％）、実務研修修了後登録。さらに５年ごとに更新研修
制度がある介護支援専門員の経験技能と、給与費とが逆転している
状況です。介護支援専門員、主任介護支援専門員の人材確保がまま
ならない状況です。
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処遇改善・賃上げについて
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～抜粋～骨太の方針（閣議決定）（令和7年6月13日）
経済財政運営と改革の基本方針2025

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現

・医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、～（中略）～公定価格の引上げを始めとする処遇改善を進める。
・医療・介護・障害福祉の処遇改善について、 ～（中略）～ 2025年末までに結論が得られるよう検討する。

・医療・介護ＤＸの技術革新の迅速な実装により、全国で質の高い効率的な医療・介護サービスが提供され                                    
る体制を構築することについて、必要な支援を行いつつ、政府を挙げて強力に推進する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現

・社会保障関係費については、医療・介護等の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、 ～（中略）
～経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。
具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増 加
分を加算する。 （コストカット型からの転換）

・介護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むとともに、
これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。

・物価上昇が継続していることを踏まえ、予算、税制における長年据え置かれたままの様々な公的制度に係る基
準額や閾値について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、省庁横断的・網羅的に点検し、見直しを進める。
その際、各項目の点検と併せ、政策効果を担保するため、制度の特性に応じた定期的な改定ルールを設け、足元
の物価上昇に的確に対応できるような仕組みづくりを行う。
・同時に、本基本方針第２章及び第３章に記載している、

・公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げ
・働き手の賃上げ原資を確保できる官公需における価格転嫁の徹底

を省庁横断的に推進する。 5



１．介護現場で働く全職種に対する処遇改善

① 介護職員等処遇改善加算ではなく、介護従事者処遇改善加算へ

・これまでの「処遇改善加算」や「処遇改善支援補助金」は介護職員がベース

⇒ 介護現場の全ての従事者をベースに！

② 「処遇改善加算」の対象サービスの拡大へ

⇒ 全ての介護サービスを対象に！

２．他産業並みの賃上げ（他産業との格差是正）

① 他産業との格差是正

・令和６年度介護報酬改定（賃上げ分の見込み）令和６年度 ： ２．５％、令和７年度： ２．０％

・全産業ではこの２年間 ５％ 以上の賃上げ実現

⇒ この２年間分の他産業との格差を補填（令和７年度補正予算）

② 他産業並みの賃上げ

⇒上記①を踏まえたうえで、令和８年度分の処遇改善については、他産業と遜色ない賃

上げの実現（令和８年度介護報酬改定〔期中改定〕）

86


	スライド番号 1
	介護職員（介護福祉士）と介護支援専門員（介護福祉士等最短5年以上で合格）の給与費の状況
	スライド番号 3
	処遇改善・賃上げについて
	骨太の方針（閣議決定）（令和7年6月13日）
経済財政運営と改革の基本方針2025
	１．介護現場で働く全職種に対する処遇改善

